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             社会福祉法人　千寿会

1．入所申込できる方

原則、要介護3以上で、住民票の住所が別府市内の方に限ります。

様式1-1の「優先入所申込書」は、入所ご希望者様とご家族様の情報をご記入ください。

様式1-2の「入所希望者等の状況」、様式1-3の「介護者の状況」は、各項目に対してご記入下さい。

※入院中や介護老人保健施設等に入所中の場合は、相談員または施設ケアマネジャーにご相談下さい。

※提出の際は、介護保険被保険者証の写しを添付して下さい。

※その他、不明な点等ございましたらご遠慮なく、当施設相談員までご連絡下さい。

2．要介護1または要介護2で「特例入所申込書」を提出される場合

別紙の「特別養護老人ホームにおける特例入所申込者に関する状態報告」に困難である事由にチェック

を入れて提出して下さい。

【参考理由】

※ 入所申込書を提出した後のお願い

【担当】

地域密着型特別養護老人ホーム別府石垣園

担当相談員：宮﨑 由衣子

Tel: 0977-25-1688 Fax: 0977-25-1693

ホームページ:  https://beppu-ishigakien.jp

　の介護サービスや生活支援の供給が不十分である。

1．ご家族様またはケアマネジャーの方から申し出があった場合のみ変更することになっています。

2．要介護認定が更新・変更になった場合は、必ず介護保険被保険者証の写しを当施設にご提出下さい。

3．要介護認定が更新・変更となり、要介護1または要介護２の認定の結果を受けた場合は、別紙の「地

　域密着型特別養護老人ホーム別府石垣園特例入所申込書」をご提出下さい。

　  状況等に変化があった場合はご連絡ください。

 ③家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難である。

 ④単身世帯である、同居家族が高齢または病弱である等により家族等による支援が期待できず、かつ地域で

地域密着型特別養護老人ホーム別府石垣園

入 所 契 約 申 込 書 に つ い て

 ①認知症であって日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁にみられる。

 ②知的障害・精神障害等を患い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さ等が、頻繁に

　 見られる。


